
イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

くらしの情報

■
選
考
日

　
６
月
19
日
㈫

■
そ
の
他

⃝

施
設
見
学
は
随
時
受
け
付
け
。

⃝

求
職
者
登
録
さ
れ
て
い
る
方
は

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
申
し
込
み
。

技
能
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

○
測
定
技
術
基
礎

■
定
員　
10
名

■
日
時

　
６
月
14
日
㈭
、 

15
日
㈮

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

■
受
講
料　
４
，
９
５
０
円

○
研
削
砥
石
取
り
換
え
業
務
特
別

教
育
①

■
定
員　
10
名

■
日
時

　
６
月
25
日
㈪
、
26
日
㈫

　
午
前
８
時
30
分

　
　
　
　
　
～
午
後
５
時
30
分

■
受
講
料　
３
，
５
２
０
円

○
共
通
事
項

■
申
込
締
切

　
各
講
座
開
催
日
の
10
日
前

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
栃
木
県
立
県
南
産
業
技
術
専
門

校
（
足
利
市
多
田
木
町
76
）

　
☎
０
２
８
４（
91
）０
８
０
３

■
会
場　
南
河
内
児
童
館

■
参
加
費　
無
料

■
定
員　
10
名
程
度

○
実
習

⃝

学
童
保
育
室
実
習　
２
時
間

⃝

保
育
所
実
習　
３
時
間

⃝

普
通
救
命
講
習　
３
時
間

　
（
各
実
習
１
回
ず
つ
受
講
）

　
実
習
は
日
程
や
時
間
は
人
数
に

よ
り
調
整
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
（
南
河
内
児
童
館
内
）

　
☎（
40
）５
９
６
３

県
南
産
業
技
術
専
門
校
か

ら
の
お
知
ら
せ

７
月
の
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す

■
訓
練
科
・
定
員

⃝

機
械
加
工
科　
５
名

⃝

板
金
溶
接
科　
５
名

■
訓
練
期
間

　

７
月
２
日
㈪
～
12
月
21
日
㈮

（
６
か
月
）

■
対
象
者

　
就
職
の
た
め
の
技
術
を
身
に
つ

け
た
い
方
（
求
職
者
等
）

■
費
用

　
受
講
料
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
等

自
己
負
担
あ
り
）

■
募
集
期
限

　
６
月
８
日
㈮

集
ま
れ

育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
さ
ん

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
で
は
、
子
育
て
の
援
助
を

受
け
た
い
「
依
頼
会
員
」
と
援
助

を
行
う
「
提
供
会
員
」
の
募
集
を

随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

依
頼
会
員
に
な
れ
る
方

　
市
内
に
在
住
も
し
く
は
在
勤
さ

れ
て
い
る
方
で
、
生
後
６
か
月
か

ら
小
学
６
年
生
ま
で
の
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
方

提
供
会
員
に
な
れ
る
方

　
市
内
に
在
住
し
、
心
身
と
も
に

健
康
で
積
極
的
に
援
助
活
動
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
20
歳
以
上
の
方

　
（
提
供
会
員
は
次
の
研
修
会
の

受
講
が
必
要
で
す
。）

研
修
会
に
つ
い
て

　

セ
ン
タ
ー
で
は
提
供
会
員
に

な
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
研
修
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

○
基
礎
研
修
（
い
ず
れ
か
１
日
）

■
開
催
日

　

５
月
29
日
㈫
、
６
月
25
日
㈪
、

７
月
26
日
㈭
、
８
月
８
日
㈬
、
９

月
７
日
㈮
、
10
月
23
日
㈫
、
11
月

12
日
㈪
、
12
月
６
日
㈭
、
平
成
31

年
１
月
22
日
㈫
、
２
月
15
日
㈮
、

３
月
７
日
㈭

■
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
３
時

 
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
を
改
正
し
ま
す

　
4
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
の
財

政
運
営
主
体
が
県
に
移
行
し
た
こ

と
に
よ
り
、
各
市
町
は
県
か
ら
示

さ
れ
た
市
町
ご
と
の
納
付
金
を
、

保
険
税
や
補
助
金
等
を
財
源
に
納

付
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
制

度
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
平
成

30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ

い
て
、
表
の
と
お
り
改
正
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課

　
☎（
32
）８
８
９
１

!!

現　　　行 改　正　後 比　　　較
所得割額税率

所得割額：加入者の前年分所得に応じて計算
均等割額：各世帯の加入者数に応じて計算
平等割額：一世帯につき計算
賦課限度額：課税される上限額
（いずれも介護納付金分は40歳以上65歳未満の加入者のみ計算されます）

均等割額 27,400円 28,800円 1,400円増
平等割額 23,100円 20,400円 2,700円減
賦課限度額 520,000円 540,000円 20,000円増
所得割額税率

医
療
給
付
費
分

介
護
納
付
金
分

後
期
高
齢
者

  

支
援
金
分

均等割額 8,700円 9,600円 900円増
平等割額 7,300円 6,000円 1,300円減
賦課限度額 170,000円 190,000円 20,000円増
所得割額税率

6.7%

2.0%

2.1%

6.3%

2.2%

1.9%

0.4％減

0.2％増

0.2％減
均等割額 8,500円 12,000円 3,500円増
平等割額 5,000円 3,000円 2,000円減
賦課限度額 160,000円 160,000円 据え置き

区　　　分
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